
「ATMに行って」 

「ｶｰﾄﾞを取りに行く」 

 は詐欺です‼ 

                      自転車は自動車やバイクと同じです。 
                   ① 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先    

② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認       
③ 夜間はライトを点灯                   
④ 飲酒運転は禁止                     
⑤ ヘルメットを着用    

 
 

 

             令 和 ７ 年 ５ 月 号 

兵庫県南但馬警察署 

生 野 駅 前 交 番 

☎079-672-0110 

                                                  

～悪徳業者に要注意～ 

～少しでも「不安」を感じたらまず相談を！～ 

○ 利殖商法 

「半年でお金が倍以上になります。」「上場確実、必ず儲かります、元本は保証されて

います。」等と儲け話に誘い込み、その金銭を騙し取る商法 

○ 点検商法 

    点検に来たと家庭を訪問して、「白アリが発生している」等と騙して駆除作業やふとん

の点検を行い、高額な代金を請求する詐欺的商法 

○ 送り付け商法（ネガティブオプション） 

    注文（申し込み）していない商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った以上、支払

わなければならないと思い込ませ代金を騙し取る商法                

【悪質商法の被害に遭わないための防犯ポイント】 

うまい話を信用しない！                             

そうだんする！                                  

つられて返事をしない！すぐに契約しない！  

きっぱり！はっきり！断る！ 

  少しでも「不安」を感じたら、その場で契約せずに、迷わず相談を！ 

○ ヤミ金融・悪徳商法１１０番    ０７８－３７１－９１１０  

○ 警察相談専用電話         ＃９１１０ 

 又は、最寄りの警察署へ相談しましょう。 

※ 訪問購入業者は、拒否しても自宅に居座るようなら、迷わず１１０番通報を！！ 

 

【薬物乱用防止】 

薬物乱用のない安全な社会を実現 

するためには、一人一人が薬物乱用

を拒絶する意識を持つことが大切で

す。 

 覚醒剤や大麻などの薬物に関する

悩みや、薬物の密売・乱用に関する情報は 

  覚醒剤 １１０番（０７８）３６１－０１１０ 

に相談してください。 
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